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問  沖縄県キャリアセンター ☎ 098-866-5465
　　( 利用時間 9:00~17:00/ 休館 : 土日祝 )

ご自宅などから web を使って就職相
談やセミナーに参加してみませんか

沖縄県キャリアセンターでは、15 歳から就職沖縄県キャリアセンターでは、15 歳から就職
氷河期世代を含む 51 歳までの方の就職を支援氷河期世代を含む 51 歳までの方の就職を支援
しています。しています。
セミナーは、Zoom ウェビナーを使用。セミナーは、Zoom ウェビナーを使用。
顔出し・音声出し無しの web セミナーのため顔出し・音声出し無しの web セミナーのため
安心して受講できます。安心して受講できます。
是非お気軽にご参加ください。是非お気軽にご参加ください。
詳細は QR コードからご覧ください。詳細は QR コードからご覧ください。
○すべて無料で何度でも利用できます。○すべて無料で何度でも利用できます。

・応募書類の添削、・応募書類の添削、
・面接練習の web 相談、・面接練習の web 相談、
・web セミナー　・web セミナー　…など…など

-MIYAKOJIMA CITY INFORMATION-

 税務課資産税調査係からの
 お知らせ

相続人代表者指定届について相続人代表者指定届について
　賦課期日（1 月 1 日）以降に所有者の方が亡く
なられた場合、税に関する書類を代表して受領する
方を相続人の中から指定して頂くことができます

（地方税法第９条の２）。
相続人のうちのひとりに、「相続人代表者指定届

（兼固定資産現所有者申告書）」を送付しますので、
相続人にてご確認の上、ご提出をお願いいたします。

　所有者の方が亡くなられた場合、固定資産現所有
者（以下「相続人」といいます。）の方がその納税
義務を承継することとなります（地方税法第９条）。
相続人の把握のために、相続人のうちのひとりに、

「（相続人代表者指定届兼）固定資産現所有者申告書」
（同法第３８４条の３及び宮古島市税条例第７４
条の３）を送付しますので、相続人にてご確認の
上、ご提出をお願いいたします。

問  税務課 資産税調査係　☎ 72-3751
      ( 内線 2448、2451)

　固定資産の所有者の存在が不明である場合、その
使用者に対して固定資産税を課することができます

（地方税法第３４３条第５項）。
当該固定資産の使用者を確認するために、固定資
産使用状況のご確認について、使用者又は関係者
に情報提供をお願いすることがあります。
ご協力のほどよろしくお願いいたします。

固定資産の使用者課税について固定資産の使用者課税について

固定資産現所有者申告について固定資産現所有者申告について

納税のお知らせ納税のお知らせ
納期限：納期限：９９月月 3030 日日 (( 金金 ))

・介護保険料普通徴収 3 期
 ▶︎高齢者支援課 介護保険料係 ☎ 73-1964

・国民健康保険税 3 期
 ▶︎国民健康保険課  賦課徴収係 ☎ 73-1973

・後期高齢者医療保険料 3 期
 ▶︎国民健康保険課 後期高齢者医療係
   ☎ 72-3751( 代 )( 内 2646、2647)

相談コーナー相談コーナー
 国民健康保険税 夜間納付窓口開設日時
 ・９月 8 日 ( 木 )、 22 日 ( 木 )17 時 15 分〜 19 時
 ・場所：市役所 1 階　国民健康保険課
 ・お問合せ：国民健康保険課　☎ 73-1973

ふれあい総合相談支援センター
 ・毎週　月〜金 ( 祝祭日除く )
 ・受付時間 8 時 30 分〜 17 時
 ・場所：社会福祉協議会 ☎ 72-3193

無料人権相談
 ・９月 20 日 ( 火 )   13 時半〜 16 時
          　　       　　　　場所：市役所 1 階 地域振興課
・お問合せ：地域振興課　☎ 73-4905
女性相談室
  ・毎週 月〜金　9 時〜 17 時
  ・場所：市役所 1 階 児童家庭課   ☎ 73-1947
消費者相談窓口
 ・平日：10 時〜 12 時 /13 時〜 16 時
 ・場所：市役所 1 階 地域振興課　☎ 73-2695
   ・消費者ホットライン☎ 188
夜間「暮らしの無料消費者相談」
 ・日時：9 月 14 日 ( 水 )、28 日 ( 水 )
                         18 時〜 20 時　※要予約
 ・場所：市役所 1 階 地域振興課
 ・お問合せ：地域振興課 生活安全係    ☎ 73-・お問合せ：地域振興課 生活安全係    ☎ 73-4905

 令和 5 年 二十歳を祝う会
 ( 成人式 ) 開催のお知らせ

■主　催■主　催　宮古島市　宮古島市教育委員会　宮古島市　宮古島市教育委員会
■■日　時　日　時　令和令和 55 年年 11 月 5 日（木）
　　　　　開場 13：20　　開会 13：50
■■会　場会　場　　ＪＴＡドーム宮古島ＪＴＡドーム宮古島
                                （宮古島市スポーツ観光交流拠点施設）（宮古島市スポーツ観光交流拠点施設）    

問  生涯学習振興課　☎ 72-3764生涯学習振興課　☎ 72-3764

令和 4 年（2022 年）4 月 1 日に改正民法が施行令和 4 年（2022 年）4 月 1 日に改正民法が施行
され、成年年齢が 20 歳から 18 歳に引き下げらされ、成年年齢が 20 歳から 18 歳に引き下げら
れましたが、宮古島市は従来どおりれましたが、宮古島市は従来どおり２０歳を迎２０歳を迎
える方を対象える方を対象に式典を開催いたします。に式典を開催いたします。
名称については、「成人式」から「名称については、「成人式」から「二十歳を祝う会二十歳を祝う会」」
に変更となりました。に変更となりました。

※対象者への参加案内の発送はありませんので、   ※対象者への参加案内の発送はありませんので、   
    ご了承ください。    ご了承ください。

■■対象者対象者　　平成 14 年（2002 年）4 月 2 日平成 14 年（2002 年）4 月 2 日からから
平成 15 年（2003 年）4 月 1 日までに生まれた者平成 15 年（2003 年）4 月 1 日までに生まれた者
のうち、のうち、次の①または②に該当する者次の①または②に該当する者
　　① ① 宮古島市に住民登録されている方                                     宮古島市に住民登録されている方                                     
        ② ② 宮古島市内の小・中学校に在籍歴がある方宮古島市内の小・中学校に在籍歴がある方

環境衛生局下水道課の執務室がクリーンセンター環境衛生局下水道課の執務室がクリーンセンター
内に異動に伴い、衛生施設課が使用していた電話内に異動に伴い、衛生施設課が使用していた電話
番号【番号【0980-75-51210980-75-5121】に変更になりました。】に変更になりました。

 下水道課から
 電話番号変更のお知らせ

 農業用廃プラスチック処理にかかる
 費用は補助を受けられます！

【対象】【対象】①宮古島市に在住し、農業を営む者①宮古島市に在住し、農業を営む者
　　     ②本市の公的義務(税金等)の納付を果たす者　　     ②本市の公的義務(税金等)の納付を果たす者
　   　  ③その他市長が適当と認める者　   　  ③その他市長が適当と認める者

【対象期間】【対象期間】4 月１日〜 10 月 31 日までに処分場  
            マニュフェスト発行事業者）にて処理したもの

【【申請受付】　申請受付】　9 月１日〜 10 月 31 日
【提出書類】【提出書類】
マニフェスト A票・領収書・計量票・印鑑（認め印）・通帳マニフェスト A票・領収書・計量票・印鑑（認め印）・通帳

【提出先】　【提出先】　農政課 園芸振興係 農政課 園芸振興係 ☎ 79-7813
【補助率】【補助率】50%50%

農業用廃プラスチックを適正に処理し、施設園芸等の農業用廃プラスチックを適正に処理し、施設園芸等の
生産性向上や普及拡大及び環境保全と農業振興の健全生産性向上や普及拡大及び環境保全と農業振興の健全
な発展に寄与することを目的に、補助金を交付な発展に寄与することを目的に、補助金を交付します。します。

リスクに備え安心・安定の農業経営   
のため収入保険に加入しましょう

  加入  加入対象対象
  青色申請を行っている農業者 ( 個人・法人 )
   対象加入 対象加入
    自ら生産した農産物の売上（所得ではありません）
    責任期間  責任期間  
      個人 (1 月〜 12 月 )、法人 ( 事業年度の１年間 )  
  お問合せ・加入申請先お問合せ・加入申請先

沖縄県農業共済組合 宮古支所  ☎ 72-4724沖縄県農業共済組合 宮古支所  ☎ 72-4724

「農業経営収入保険」は、自然災害、
事故や病気、市場変動等により減少した
農業収入を補填する国の制度です。

「と畜証明書」を添えて、と畜月の翌月 5 日
までに申請してください。
■対象者■対象者
    豚と山羊を、 と畜する者
■申請期間
      毎月、と畜した実績を翌月５日までに申請
   ※５日が土日祝祭日の場合は近い日付に申請
　※必要書類：と畜証明書
■受付場所     
   宮古島市役所農林水産部畜産課
　（総合庁舎 3 階）☎ 79-7814　
■交付条件
   ① 宮古島市に住所を有する生産者であること
   ② 宮古島市で生産、肥育または販売される
       畜産物であること
   ③ 宮古島市の公的義務を果たしている方宮古島市の公的義務を果たしている方
　　( 市税、負担金、使用料の納付等 )　　( 市税、負担金、使用料の納付等 )

畜産物出荷奨励補助金
申請について

問  畜産課　☎ 79-7814

衛生施設課　衛生施設課　▶︎ゴミ収集等に関すること▶︎ゴミ収集等に関すること
☎☎  0980-75-53390980-75-5339

下水道課　下水道課　▶︎公共下水道・集落排水等に関すること▶︎公共下水道・集落排水等に関すること
☎☎  0980-75-51210980-75-5121

FAX 番号は共有▶︎FAX 番号は共有▶︎ ☎☎  0980-73-03670980-73-0367


